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第１章  総    則 

 

第１条 本会は大阪学院大学高等学校同窓会五月会と称する。 

第２条 本会は会員相互の親睦を図り、且つ母校の発展に寄与することを目的とする。 

第３条 本会は本部を大阪学院大学高等学校内におく。但し、必要に応じ支部を設置することができる。 

第４条 本会は第２条の目的を達する為下記の事業を行う。 

 １ 会員名簿の作成 

 ２ 総会の開催 

 ３ 会報の発行 

 ４ 表彰及び弔慰 

 ５ その他本会発展に必要な事業 

 
第 2 章  会員及び役員 

 

第５条 本会は下記の会員を以って組織する。 

１ 正会員―大阪学院大学高等学校卒業生とする。 

 ２ 名誉会員―大阪学院大学高等学校校長並びに理事会の推挙するもの。 

 ３ 特別会員―大阪学院大学高等学校教職員並びにその職にあったもの。 

第６条 本会に下記の役員をおく。 

 １ 名誉会長    １名 

 ２ 会  長    １名 

 ３ 副 会 長    ５名 

 ４ 会  計    ３名 

 ５ 会計監査    ２名 

 ６ 書  記    ３名 

 ７ 理  事    若干名 

 ８ 顧  問    若干名 

第７条 名誉会長は大阪学院大学高等学校校長とする。 

第８条 １ 会長は理事の互選によって選出する。 

２ 副会長は理事の中より会長が任命し、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。 

３ 会計及び会計監査を理事の中より会長が任命する。 

第９条 １ 理事は理事会において選出、承認され、総会において報告する。 

２ 顧問は本会会長経験者が就任することができる。 

３ 任期は３年とする。再選を妨げないものとする。 

 

   第 3 章  総会及び理事会 

 
第１０条 総会は毎年一回之を開くものとする。但し、必要あるときは臨時総会を開くことができる。 

第１１条 総会は会長が之を招集する。 

第１２条 理事会は必要に応じ会長が招集し、本会の要務を審議する。 

第１３条 総会並びに理事会は出席者を以って成立と認め、議事については特別の場合をのぞいては、出席者全員の過半数を以って

之を決定する。 



 

 第 4 章  表彰並びに弔慰の事業 

 

第１４条 本会は会長の決定により下記の事業を行う。 

 １ 会員にして模範たるべきものあるときは、決議によりこれを表彰することができる。 

 ２ 教職員及び本会に功労のあった者の弔慰並びに、教職員の退職ありたるときは決議で、見舞金その他金品を送る 

   ことができる。 

 ３ 成績優秀及びスポーツ・芸術活動・社会活動などにおいて、本校の名誉を高めた者に対しては、賞状並びに賞品を 

   送ることができる。 

 

第 5 章  会    計 

 
第１５条 本会の事業に必要な経費は、入会金・会費・寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。 
第１６条 本会の会費は、正会員の在学中に 9,000 円を積立、卒業時に終身会費 1,000 円を納入する。 

第１７条 本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終る。 

第１８条 本会の予算は、3 月末日までに編成し、総会の承認を得るものとする。 

第１９条 本会の収支決算は、会計年度後 1 ケ月以内に行い、5 月総会に於て承認を得るものとする。 

第２０条 本会の資産は会長及び名誉会長がこれを管理する。 

 

 第 6 章  改    正 
 

第２１条 本会則の変更には総会の決議を得るものとする。但し、出席者の 3 分の 2 以上の賛成を以って之を決定する。 

 

 第 7 章  附    則 
 

第２２条 本会に下記の帳簿類を備える。 

 １ 会員名簿 

 ２ 記録 

 ３ 会計簿 

 ４ 会費徴収原簿 

 ５ 寄附受理原簿 

 ６ 備品原簿 

 ７ 文書綴 

 ８ 受領証綴 

第２３条 会員は転居・転職・転学・その他一身上に異動を生じたとき並びに会員中死亡した者あることを知ったときには速やかに

本会に連絡しなければならない。 

第２４条 災害等により総会及び各催しの実施ができないと予想される場合は、各自で本部(大阪学院大学高等学校事務室)に問い合わ

せ及びホームページにて開催の有無を確認すること。なお、災害等の状況によっては本部も閉鎖している場合がある。 

第２５条 この会則は、下記の日付より改正し、施行する。 

この会則は平成 5 年 4 月 1 日から施行する。 

この会則は平成 7 年 5 月 21 日から施行する。 

この会則は平成 8 年 5 月 19 日から施行する。 



この会則は平成 18 年 5 月 28 日から施行する。 

この会則は平成 21 年 9 月 27 日から施行する。 

この会則は平成 26 年 5 月 18 日から施行する。 

この会則は平成 28 年 5 月 15 日から施行する。 

以 上 
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